訴　　　　　状
平成１５年　　月　　日

○○地方裁判所民事部　御中

〒１６７－００５４　神奈川県横浜市・・・・・　～アパート
　　　　　　　原　　告　　　　　　松谷　隆史
　　　　　　ＴＥＬ　０４５－０００－００００
　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０４５－１１１－２２２２
〒　　　－　　　　　東京都・・・・・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　被　告　　　　　　　～～㈱
　　　　　　　　　　　　代表者代表取締役　　～～　～～　
不当利得返還請求事件
訴訟物の価額　　　　　９５万円
貼用印紙　　　　　　８２００円
第１　請求の趣旨

1. 被告は、原告に対し、金９５万円及びこれに対する平成１４年○月○日から年５分の割合による金員を支払え。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決および第１項については仮執行の宣言を求める。

第２　請求の原因

1. 当事者

被告は無担保の消費者貸付を主要な業務内容とする貸金業者である。

原告は～～会社に勤務する一般の市民である。

2. 取引経過

原告は、平成～年～月から被告との間で金銭消費貸借の取引を開始し、以後、別紙計算書（甲第１号証）のとおり継続的に借入・返済を繰り返した。

上記計算書のとおり利息制限法所定利率で引き直し計算をすると、９５万円の過払金が発生する。したがって、原告は同額の損害をこうむった事になり、被告は同額の利得を得た事になる。

3. 結論
よって、原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、不当利得金９５万円、及び、被告は悪意の受益者であるから請求の趣旨記載の日から支払済まで民法所定年５％の割合の遅延損害金の支払を求める。

4. 事情

原告は被告に対し、当初からの取引経過の開示を再三に渡って求めてきたが、被告は応じなかった。

そのため計算書は、原告の記憶に基づいて再現したものである。

したがって、訴訟の展開等により過払金額が正確に確定した結果、その確定額が請求額を上回る可能性があり、その場合は一部請求である。
添付書類

1. 訴状副本　　　　　　　　　　　　　１通
2. 甲第１号証の写し     　　　　　　 ２通

3. 資格証明書　　　　　　　　　　　　１通

